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亀が岡防災防犯会（略称ＫＢＢ）概要 

                                   
創   立：平成21年（2009年）４月 

名   称：亀が岡防災・防犯会（略称：ＫＢＢ） 

目   的：亀団住民の防災・防犯意識の高揚を図ると共に、亀が岡団地内  

     の防災・防犯活動を自主的に行い、住民が安全で安心して暮らせ  

     るようにすることを目的とする。 

組織・構成：本会の組織は添付「亀が岡防災防犯会（ＫＢＢ）組織表」に示  

     す。 

      構成は、ＫＢＢ役員12名、自治会役員５名、ＫＢＢ会員48名  

     の合計65名で構成されている。 

 

 ＜ＫＢＢ役員構成＞ 

 会長１名、副会長２名、事務局長１名（副会長が兼務）、会計１名、 

 防災担当役員２名、防犯担当役員２名、民生委員２名 

 市会議員１名、自治会役員５名、顧問１名の１７名で構成 

 



 



 



＜活動成果＞ 

 ＫＢＢ発足日に空き巣の被害に遭われた方がおられましたが、その後治安 

が良くなり、住民から安全で安心して暮らせるようになったと感謝されてい 

ます。住民とのふれあい活動も年々盛んになり、住民との懇親を深めていま 

す。また、対外的にもＫＢＢの活動が評価され、昨年３月７日に神奈川県警 

察本部長から表彰され褒章として盾を頂きました。これは、「毎日・昼も・ 

夜も」地道に続けている徒歩のパトロールに加えて新たにスタートした私有 

車による青色回転灯装備車によるパトロールが加わり、その功績が高く評価 

された結果です。また、あちこちから取材があり、その一つとして新神奈川 

新聞社からの取材があり昨年６月１７日の新聞記事にＫＢＢの活動が大きく 

紹介されました。要支援者支援活動は定着しつつあり、外部から高く評価さ 

れています。 

 

＜今後の対応＞ 

 住民がより安全で安心して生活出来るような環境づくりを目指して更なる 

防災・防犯活動に努力して参ります。   



災害時要支援制度の制定と運用状況 
                             

１ 目的 

  地震発生時、家屋の倒壊や火災その他の事情により一時避難所ま 

 で自力で行けず支援（援護）を必要とする人達（要支援者）を支援 

 することを目的として、平成２２年度にこの制度を制定しました。 

 

２ 要支援者 

  自治会が調査した要支援者と既に市に支援（援護）を要請してい 

 る人達と併せて７５名を要支援者としました。 

 （注１）この数字は時々刻々変わるので、その都度メンテしてますが  

    ５月１２日現在の数字は下記の通りです。尚、市から平成２５ 

    年度の要支援者リストが来ていませんので市に申請している人 

    のメンテはしていません。 

    市に申請している人：  ２７名・・・・・・平成２４年度分 

    自治会に申請している人：４８名 

          合 計   ７５名 

 



３ 要支援者の実態 

  平成２２年にアンケート調査を行い要支援者の実態を添付資料Ａに纏 

 めました。また、要支援者の住居を添付資料Ｂの地図に記入しました。 

(1) 年令構成 

  最高齢の方は、男性が９８才、女性が９５才で、最も若い方は、男性 

 は身障者の４６才、女性では疾病の方で６５才です。尚、年令構成は下 

 記の通りです。 

  

 

 

 

   

  この表でお判りのように、８０才以上の方が４９人おられ全体の６５％ 

 を占めています。尚、男女の比率は、７５人のうち男性が２２人(２９％) 

   女性が５３人（７１％）で、平均年齢は男性が８１.５才、女性が８２.３才 

   で全体の平均年齢は、８１.９才です。 

 

４０代 ５０代 ６０代 ７０代 ８０代 ９０代 合計 

男性 １ ０ ２ ６ ７ ６ ２２ 

女性 ０ ０ ３ １４ ３０ ６ ５３ 

合計 １ ０ ５ ２０ ３７ １２ ７５ 



 





(注１)表中「救援隊」と記載あるが、この中には自治会役員・班長並びにKBB役員
・会員並びにそのＯＢ・ＯＧとした。 

(注２)災害時KBB・民生委員に対する要支援者からの要望事項 

  (１)安否確認 (２)避難時の誘導 (３)脱出時の支援 (４)水の確保 

  (５)災害時に寄り添って欲しい。 

(注３)要支援者の住居は添付地図を参照のこと。 

(注４)災害時支援優先順位は、現時点に於ける要支援者の容態、健康状態、年令な 

  どを考慮して民生委員の意見を尊重して下記のランク付けをしたが、今後の状 

  況変化に応じて見直し修正する。 

   ランクAAA: 寝たきりなど健康状態が悪く災害発生時自力で車椅子に乗れ    

         ず支援が必要な人 

   ランク AA: 身障者や疾病などで災害発生時車椅子でないと一時避難所ま 

         で行けず支援を必要とする人 

   ランク  A: 健康だが高齢で一人歩きが難しく杖や車椅子でないと一時避 

         難所まで行けず支援が必要な人 

   ランク  C: 健康で歩行可能で災害発生時自力で一時避難所まで行ける人 

(注５)支援者の役割は下記とする。 

   支援者は災害発生時、決められた要支援者の安否確認をし、要支援者の要望  

  を聞き、その要望に対して自分自身で出来ることはそれに応えてあげるが、出 

  来ないことはＫＢＢまたは自治会役員に連絡し支持を仰ぐものとする。 

 



個人情報保護のためこの地図は判読できないように加工してあります。 



(2) 健康状態 

  民生委員２人が分担して家庭訪問し、健康状態を常に把握してい 

 ますが、病気になり入院されたり、施設に入られたり、お亡くなり 

 になられたりで時々刻々変わりますので、その都度メンテしてます 

 が平成２５年５月１２日現在の状況は資料Ａに示す通りです。 

  一人暮らしの方が４５人（６０％）おられますが、この中でも、 

 障害者や健康状態が悪い方々（９人）をマークし民生委員が時々自 

 宅訪問しています。 

  

 



４ 要支援者に対する支援優先順位 

  要支援者に対する支援優先順位は、現時点に於ける要支援者の容 

 態、健康状態、年令などを考慮して、民生委員の意見を尊重して下 

 記のように決めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この分類によりますと、要支援者７５人の内、 

 ランクＡＡＡの人が２人、ランクＡＡの人が１２人、 

 ランクＡの人が１４人、ランクＣの人が４７人おられます。 

 

ランク 対   象   者 

ＡＡＡ 寝たきりなど健康状態が悪く災害発生時自力で車椅子に乗れず支援が必要
な人 

ＡＡ 身障者や疾病などで災害発生時、車椅子でないと一時避難所まで行けず支
援を必要とする人 

Ａ 健康だが、高齢で一人歩きが難しく、杖や車椅子でないと一時避難所まで
行けず支援が必要な人 

Ｃ 健康で歩行可能で災害発生時自力で一時避難所まで行ける人 



５ 要支援者に対する支援者と支援内容 

 

(1) Ａランク（ＡＡＡ、ＡＡ，Ａの人達）の人への対応 

 ① 支援者 

   災害発生時、優先的に支援することとし、資料Ａの支援者欄に記載    

     しましたように、ＫＢＢ又は自治会役員（ＯＢ役員も含む）とＫＢＢ会 

     員が２人一組になって決められた要支援者を支援することにしています 

     （注１）要支援者は時々刻々変わりますので、それに伴い支援者もその  

              都度変更していますが、赤字の方はまだ本人の了解をとっていま  

              せん。 



② 支援内容： 

      災害発生時、支援者は決められた要支援者の安否を確認し、その 

   時点での要支援者の要望を聞き、それが自分自身で出来る場合は応 

   えてあげるが、出来ない場合はＫＢＢまたは自治会の役員に連絡し 

   支持を仰ぐものとしています。 

      地震による家屋倒壊や火災で家が焼失した場合は一時避難所（亀 

   が岡自治会館）まで避難してもらいますが、家族や本人から要請が 

   あった時に対応します。 

   （注２）亀団住民の一時避難は、下記の場所としていますが、要支   

            援者は亀が岡自治会館にしています。 

            ★はげ山  

    ★亀が岡自治会館 

    ★亀が岡公園 

    ★団地最北端の水道タンク先の広場 

     （まんだあら堂跡へ行く途中） 

    ★空き地 

    ★駐車場 

 



(2) Ｃランクの人への対応 

  対応の仕組みは確定していませんが下記の対応をすることで検討
中です。 

① 支援者 

  近隣の人または班長 

② 支援内容 

  このクラスの人は自力で一時避難所まで行けますので、災害時、 

 近隣の人または班長が安否を確認し、家族や本人から支援の要請が 

 あった場合に限り近隣の人または班長に対応をお願いすることを考 

 えています。 



６ 今後の課題 

(1) 災害時に備えて車椅子が必要なランクＡＡ，及びランクＡの人達 

 合わせて２５人の内１９人が車椅子を持っていませんので、早急に 

 車椅子を用意してもらうよう民生委員と共に呼びかけます。 

(2) 防災用品を準備していない人が、７４人中３３人（４５％）もい 

 ますので、最低限の防災用品（逗子市が指定した非常用持ち出し用 

 品）を準備してもらうよう働きかけます。 

   （注３）各世帯に「亀が岡住民用地震災害時の行動ポイント」に記   

             載済み。 

(3) 要支援者支援体制の強化 

   要支援者が多いので、災害時における要支援者の支援体制の強化を 

  図るべく自治会・ＫＢＢ役員が一体となって検討します。 

 




